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人道支援は民間で
　ブッシュ米大統領の「戦闘終結宣言」から二月が経とうとする今日、イラク戦争は「大義なき戦争」であっ
たことが、ますます明らかになりつつある。そんな中で６月１３日、政府はイラク特措法案を閣議決定、国会
に提出した。イラクへの自衛隊派遣は、イラク戦争の経過抜きに語ることはできない。とりわけ、憲法９条
によって他の主要国にはない平和主義を選択している日本は、「戦争犯罪」を構成する可能性のある戦
争の後の占領統治下に、断じて自衛隊を送ってはならない。人道支援の必要があるならば、民間の力を尽
くして世界に見識を示せばよい。（編集部）

米英の「占領」統治下のイラクへ特措法

自衛隊は占領軍の傘下に

「大義なき戦争」

　もとより、この戦争は国連憲章に全面
的に違反して引き起こされた。しかも米
英が武力行使の理由として主張した「イ
ラクによる大量破壊兵器の隠蔽・隠匿」
に対する疑念の声が米英両国内で高
まっている。「大義」の欠如は誰の目にも
明らかになってきた。米英連合軍による
必死の捜索にも関わらず、大量破壊兵
器は 欠片すら発見されず、隠蔽を示唆
する状況証拠すら見出されていない。
　延長国会に上程された「イラクにおけ
る人道復興支援及び安全確保支援活
動の実施に関する特別措置法案」（以下
「特措法案」）を巡る論議においては、ま
ず検証されるべきはこの「大義の欠如」
である。

イラク戦争は
合法的と定義
　特措法案第１条（目的）は、「イラク特別
事態」を、「安保理決議６７８号、６８７号及

び１４４１号並びに関連する決議に基き、国
連加盟国によりイラクに対して行われた
武力行使並びにこれに引き続く事態」と
定義している。この部分は、国際社会の
大勢の共通認識とは大きく乖離している

と言わねばならない。ここで引用された
三つの決議のどれをとっても、イラクに対
する武力行使に法的根拠を与えていな
いことを改めて想起しておく必要があ
る。（本誌１８４号参照）。６７８号は、９１年の湾

◆危険な混同

　米議会では二つの新型核兵器が議
論されている。強力地中貫通型核兵器
（ＲＮＥＰ、いわゆるバンカーバスターの一種）

と低威力核兵器（「ミニニューク」/小型核兵
器）である。この二つは別物であり、強力
地中貫通型核兵器は低威力とは限らな
い。
　前号で紹介した５キロトン以下と定義
される低威力核兵器で想定されている

任務の一つに、強化され地中深く埋設さ
れた標的（ＨＤＢＴ）の破壊があることは確
かであるが、ＨＤＢＴ破壊を主任務とする
核兵器としてＲＮＥＰ（強力地中貫通型核
兵器）がすでに予算を得て研究されてい
る。しばしば低威力核兵器はＲＮＥＰのた
めに必要との誤解がある。低威力核兵
器はＲＮＥＰ任務を目的に設計されること
もありうるが、より広範な用途を想定した
ものである。スプラット・ファース条項が撤

地中貫通型核兵器は
低威力？死の灰が出ない？

解説 ミニニュークと地中貫通型核兵器

２ページ下へつづく
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岸戦争の開戦に根拠を与えたのみであ
り、湾岸戦争の停戦条件を定めた６８７号
は、次のように、さらなる武力行使の決定
は安保理の権限であるとしている。「第３４
項：（安保理）は本問題を引き続き検討し、
本決議の履行並びに当該地域の平和
及び安全の確保のために必要とされる
場合には他の措置をとることを決定す
る」。さらに１４４１号もイラクの義務違反に
対して「深刻な事態に直面するであろ
う」との警告を「想起」しているものの、武
力行使の根拠を与えてはいない。だから
こそ、米英スペインは新たな決議を挙げ
るための多数派工作に奔走したので
あった。
　このように特措法案は、まずその立法
論理の根本において「国際法の支配」に
背を向けるものであり、このような日本政
府の認識と立場は、法案審議を通して
徹底的に質されなければならない。

米英主導の占領統治―
　安保理決議１４８３号

　さらに法案第１条（目的）は、「国際連合
安全保障理事会決議１４８３号を踏まえ、
人道復興支援活動及び安全確保支援
活動を行なうこととし（以下略）」と続く。こ
こで安保理決議１４８３号について簡単に
触れておきたい。
　米･英及びスペインが提案し、５月２２
日に全会一致（シリアは棄権）で採択され
た同決議は、前文において米国及び英
国の「占領国としての国際法上の権限、
責任及び義務を承認」、すなわちイラク
の現状を米英主導の「占領統治」と定義
した上で、９０年以来つづいていた経済
制裁を解除し、国連加盟国にイラクの復
興と安全・安定の回復への支援と人道
援助への協力を要請している。
　決議に基く占領統治にあたるのは連
合軍暫定当局（ＣＰＡ＝C o a l i t i o n
Provisional Authority)である。ＣＰＡのトッ
プには米国の元外交官が就任した。石

油収入に関しては、経済制裁の一部緩
和措置として実施されてきた「石油と食
糧交換プログラム」（Oil for Food Program）
を廃止し、代わりに「イラク開発基金」
（Development Fund for Iraq)がイラク中央
銀行に設置された。石油輸出収入一元
的受け皿である。基金の使途決定権は
ＣＰＡが握っている。
　一方、問題の大量破壊兵器に関して
決議１４８３は明確なプログラムを示して
いない。前文に「大量破壊兵器の廃棄の
最終的確認の重要性」が触れられてい
だけである。これは事実上、ＣＰＡが主導
するものとの解釈が可能である。
　また、期限が明示されていないのもこ
の決議の問題点である。１２ヶ月毎に安
全保障理事会による見直しが行われる
とされているのみである。したがって、米
英主導の占領統治の終了は、米英によ
る拒否権行使の対象となる。事実上の
自動延長である。

イラク派遣は憲法違反
【占領への参加は
「交戦権行使」】

　上記のように安保理決議１４８３号は、現
在のイラクの状況を「占領」と定義してい
る。占領地への占領国の一つとしての自
衛隊・文民・民間人の派遣は、それだけ
で憲法が禁止した「交戦権」の行使であ
る。これは政府の見解である。
　「憲法第９条第２項では、「国の交戦権
は、これを認めない」と規定しているが、
ここでいう交戦権とは、戦いを交える権
利という意味ではなく、交戦国が国際法
上有する種々の権利の総称であって、
相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の
領土の占領などの権能を含むものであ
る」（憲法第９条の趣旨についての政府見
解：防衛庁ウェッブ･サイトより）

【「支援活動」は武力
行使と不可分】

　戦争終結に関する何らの国際取り決
めも存在しないイラクは、いまだ戦場で
ある。したがって法案が規定する「人道
復興支援活動」「安全確保支援活動」は
いずれも武力抗争に巻き込まれる可能
性と背中合わせである。とりわけ「安全確
保支援活動」は「イラクの国内における
安全及び安定を回復するために国際連
合加盟国が行うイラクの国内における安
全及び安定を回復する活動を支援する
ために我が国が実施する措置」であり、
先に述べたイラク統治の国際法上の性
格からも、戦闘地域と非戦闘地域がモザ
イク状に入り組み、流動するイラクの現
状からも、武力行使と不可分の活動とな
る。事実、イラクからは毎日のように米英
軍と反対勢力との武力衝突が報告され
ている。例えば、６月１８日には、ＣＰＡ本部
前でイラクの元軍人ら数千人が繰り広げ
た年金・給与要求デモでは米兵による
発砲で元軍人２人が死亡した。６月２１日
「毎日新聞」は、このデモ参加者の次の
様な声を伝えている：
―イラク新法に基づいて日本の自衛
隊が現地に派遣された場合につ
いて、イブラヒムさんは「イラク人は
外国人を嫌い、占領者とみなす。
日本人には米軍に加わらないよう
に伝えてほしい。参加すれば彼ら
が損害を被るだけだ」。元イラク軍
大佐のカーメル・ナジさん（４０）も
「インドだろうと日本だろうと米軍指
揮下に入れば、米軍と同じように扱
う」と断言する。

「廃案」こそが理性的判断

　このように、イラク特措法案は、国際法
の支配ではなく占領統治国＝米・英の利
益を拡大強化する。その代償は平和憲
法のさらなる空洞化と日本の平和主義
への国際的信頼の決定的失墜であり、
自衛官の生命である。廃案こそが理性
的判断である。（田巻一彦）

廃されると研究・開発が解禁される低威
力核兵器の威力は５キロトン未満である
のに対して、ＲＮＥＰの威力は以下に説明
するとおり、最大で１.２メガトンに達する
可能性もある。これは広島に投下された
原爆の数十倍の威力に匹敵する。
　ＲＮＥＰについては、３年間で約４５００万
ドルの研究予算が認められている。２００４

会計年度エネルギー省予算請求では、
ＲＮＥＰの実現可能性研究に１５００万ドル
が割り当てられている。（低威力核兵器に
ついては研究・開発の法律的な解禁の可否
のみが現在の争点であり、具体的な研究、開

発予算は要求されていない。）ＲＮＥＰの実
現可能性研究では、２つの既存の核爆
弾、Ｂ６１とＢ８３がそれらの筺体（きょうたい、
ケーシング）の強化によって地中貫通時

の衝撃に耐えられるか否かが検証され
る。Ｂ６１には複数のモデルがあるが、そ
のうちのＭｏｄ-１１（Ｂ６１-１１）は現在国防省
が保有する核バンカーバスターである。
Ｂ６１-１１は、０.３キロトンから最大３４０キロ
トンまでの可変威力オプションを持つ熱
核爆弾であり、３～６メートル程度地中を
貫通し爆発することで地下浅くに埋設さ
れた標的を破壊できるが、『核態勢見直

１ページ右下からつづく
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し』（ＮＰＲ）では性能的には不十分である
とされている（３ページ囲み記事参照）。Ｂ８
３は、数キロトンから最大威力１.２メガトン
までの可変威力オプションを持つ熱核
爆弾であり、ＩＣＢＭサイロのような強化さ
れた標的破壊を目的に設計された。既
存モデルの設計変更作業は、ロスアラ
モスおよびリヴァモア両国立核兵器研
究所によって行われる予定だ。Ｂ８３弾頭
がそのまま生かされると、ＲＮＥＰの威力
は１．２メガトンにも達することになる。

◆「ＮＰＲ」の要求

　「ならず者国家」のＨＤＢＴ撃破を核兵
器の主任務とすべきこと、またその目的
のために新型兵器開発/既存兵器の改
造が必要であることは、冷戦後の９０年代
を通じて、米国の核開発コミュニティから
リークされた文書で主張されてきた。こ
の系譜の延長線上においてＮＰＲが「全
世界における公然あるいは疑惑の戦略
的基地（大量破壊兵器、弾道ミサイル配備、

指導部または最高幹部の指揮・統制）」の数
が「１４００以上」に増加し、それらの戦略
基地の大部分が「地中深くにある施設」
であるとして、生物・化学兵器の貯蔵施
設等としてのＨＤＢＴを無効化するため
に改造または新型の核兵器が必要とな
ると主張していることを、本稿では指摘
しておきたい。
　また、ＮＰＲは「非常に深い、あるいは
大規模な地下施設の撃破」を目的とし
た「大きな威力の地中貫通兵器」の必要
性についても言及している。つまり、この
言及は、地中貫通核兵器は低威力、大
威力の両面において必要性を述べてい
ることを意味しており、ＲＮＥＰ研究推進
の根拠を提供している。
　この主張との関連において、付随的
被害の軽減が新型核兵器の開発意義と
して位置付けられている（３ページ囲み記
事参照）ことにも注目する必要がある。な

ぜならば、低威力の地中貫通型核兵器
では、放射能を地中に閉じ込めることが
でき、付随的影響なしにＨＤＢＴを破壊で
きるかの如き印象が、巧みに作り出され
ているからである。付随的影響が無視
できるほど小さいことが、「使える核兵
器」を目指している新型核兵器の「売り」
になっている。

◆核バンカーバスターは
　放射能を閉じ込めない

　低威力核兵器は核開発コミュニティ
の期待通りに地下深くに構築された軍事
的標的を破壊可能であるのか。また、放
射性降下物の被害を抑えることが可能
であるのか。このような問いを提起しな
がら、低威力核兵器の技術的限界につ
いて検討する。
　天然資源保護評議会（ＮＲＤＣ）のクリ
ストファー・ペインらは、報告書『拡散に対
抗するのか、拡散を悪化させるのか』（２０
０３年５月）において、低威力地中貫通核
弾頭の破壊能力について否定的な評
価を下している。「考えられ得る…最大
貫通限度であっても、１０キロトンの強力
貫通兵器は地下２７５フィート（約９０メート

ル）に埋設されていて堅固な岩盤の層に
保護された強化された標的に重大な損
害を与えることはできないだろう。地下１０
００フィート（約３００メートル強）に埋設された
標的に重大な損害を与えるには、例え
ば、メガトン級の兵器が必要になるだろ
う。」導き出された数値に違いはあるが、
プリンストン大学教授ロバート・ネルソン
も「低威力地中貫通兵器は比較的地表
に近い施設を破壊することができるだけ
だろう」（『科学と地球的安全保障（Sience
and Global Security）』誌に２００２年に発表し
た論文「低威力地中貫通核兵器」）としてい
る。

 ネルソンは「低威力地中貫通核兵器
は、放射性降下物を封じ込めるほど十分
な深さまで貫通することはできない」こと

　ＮＰＲは、米国が現在保有する核兵器
には限界があると指摘している。それら
現有兵器は冷戦時のシナリオで開発さ
れたものであり、現在の多様な安全保障
環境に必ずしも合致していないという理
由からである。ＮＰＲはそのような例として
４種類の課題を掲げている。詳しくは
「ピースデポ・ブックレット：米国・核態勢
見直し」参照のこと。

●強化され地中深く埋設された標的（ＨＤ
ＢＴ）を撃破する能力

●移動式または移動中の標的を攻撃す
る能力

●化学および生物剤を破壊する能力。
「エージェント撃破兵器（ＡＤＷ）」
●付随的被害を軽減するための高度の
正確性

　ＨＤＢＴ、ＡＤＷの問題について、ＮＰＲ
での説明を以下に引用する。

「米国の地中貫通能力は、現在、Ｂ６１-１１
自由落下爆弾という唯一の地中貫通兵
器を有するのみで、非常に限定されてい
る。この単一爆発で非精密な兵器では、

強化された地下施設に置かれている多様
な地形に奥深くまで貫通することはできな
い。これらの限界のため…重要標的を撃
破する確率は高くない。」（４７ページ）
「より効果的な地中貫通兵器があれば、多
くの地中埋設標的は、地表爆発兵器に必
要な威力よりもはるかに低い威力の兵器を
使用して攻撃することができるだろう。こう
したより低い威力でも、はるかに大威力の
地表爆発と同じ被害を与えながらも、より
少ない（１０～２０分の１の）降下物を発生さ
せるだけだろう。」（４７ページ）
「化学および生物剤の非対称的な使用に
対抗するために、国防省とエネルギー省
が現在努力を続けている（以降、『エー
ジェント撃破』と呼ぶ）。化学・生物兵器へ
のアクセスを拒否し、使用不能にし、中和
し、あるいは破壊するために、エージェント
撃破兵器（ＡＤＷ）概念の評価が行われて
いる。…生産や貯蔵施設において、化学・
生物材料を熱、化学、あるいは放射線に
よって中和する方法や、それら材料の使
用を不能にしたり拒否したりするための、
幾つかの種類の力学的貫通兵器など、さ
まざまなＡＤＷ概念が現在研究されてい
る。」（４８ページ）

ＮＰＲと新型兵器資料

地下１０００フィート（約３
００メートル強）に埋設さ
れた標的に重大な損
害を与えるには、例え
ば、メガトン級の兵器
が必要になるだろう

低威力地中貫通核
兵器は、放射性降下
物を封じ込めるほど
十分な深さまで貫通
することはできない
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次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、青柳絢子、大滝正明、竹峰誠一郎、田巻一彦、津留佐和子、中原聖乃、中村和子、
山口響、梅林宏道

ＡＤＷ＝エージェント撃破兵器
ＣＰＡ＝連合軍暫定当局
ＩＣＢＭ＝大陸間弾道ミサイル
ＨＤＢＴ＝強化され地中深く埋設され

た標的
ＮＰＲ＝核態勢見直し
ＮＲＤＣ＝天然資源保護評議会
ＲＮＥＰ＝強力地中貫型核通兵器

今号の略語

ピースデポの会員
になって下さい。

会員には、『モニター』と『会報』が郵送さ
れるほか、情報の利用にあたって優遇さ
れます。（会員種別、会費、手続について
は、お問い合わせ下さい。）『核兵器・核
実験モニター』の購読のみも可能です。

宛名ラベルメッセージについて
・会員番号（６桁）：会員の方に付いています。
・「（定）」：会員以外の定期購読者の方。
・「今号で誌代切れ、継続願います。」「誌代
切れ、継続願います。」：入会または定期購
読（年６，０００円）の更新をお願いします。
・メッセージなし：贈呈いたしますが、入会を
歓迎します。

ピースデポ電子メールアドレス
事務局＜office@peacedepot.org＞
梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞

沖縄
●６月６日　アロヨ比大統領、小泉首相との会談
で、在沖米海兵隊のフィリピンへの訓練移転を受
け入れる用意があると表明。
●６月１０日　翁長那覇市長、クラスター爆弾につ
いて、自衛隊から「沖縄への配備は事実」との回
答あったと議会で答弁。
●６月１２日　５月２５日に金武町で発生した在沖米
海兵隊上等兵による女性暴行致傷容疑が発覚。
●６月１６日　日本政府、日米合同委で女性暴行
致傷容疑の米兵の身柄引き渡し要求。
●６月１８日　米、女性暴行致傷容疑の米兵身柄
引き渡しに合意。同日、県警が逮捕。
●６月１８日　伊波宜野湾市長、前市政の米海軍
病院移設容認方針を転換し、受け入れ拒否を市
議会で表明。
●６月１８日　ウルフォウィッツ米国防副長官、米下
院軍事委で、朝鮮有事の際に在沖米海兵隊は２
日で現地に到着することが可能と証言。

●６月６日　有事関連３法、参院本会議で与党三
党、民主、自由などの賛成多数で可決。１３日、施
行。
●６月７日　日韓首脳会談開催。北朝鮮の核問
題、平和的解決に向け連携確認。
●６月６日　ＤＩＡ、昨年９月作成のイラク化学兵器
開発に関する報告書に「確かな証拠はない」との
記述があると明らかに。
●６月８日　北朝鮮の万景峰号、９日入港予定中
止、朝鮮総連発表。
●６月１０日　アーミテージ米国務副長官、自衛隊
派遣を野球に例え「日本は野球場に出てプレーす
べきだ」。
●６月１１日　ブリクスＵＮＭＯＶＩＣ委員長、イラク査
察の最終局面でブッシュ政権が査察委に圧力か
けたと主張。英紙ガーディアン。
●６月１２日　ＴＣＯＧ、ハワイで開催（～１３日）。１３
日、米朝中と日韓の多国間協議開催を求める方
向で合意、共同宣言発表。
●６月１２日　「セイシン企業」社長ら、軍事転用可
能な機械をイランに不正輸出したとして、警視庁
公安部に逮捕される。
●６月１２日　被爆者４５人、原爆症認定の申請却
下を不服として第３次集団提訴。
●６月１３日　政府、イラク復興支援特措法を閣議
決定、国会提出。（本号参照）
●６月１３日　横須賀市、米海軍横須賀基地の１２
号バース延長工事を申請していた横浜防衛施設
局に着工の承認書出す。
●６月１３日　石破防衛庁長官、ケイディシュ米ミ

ＡＲＦ＝アセアン地域フォーラム／ＡＳＥＡＮ＝東南
アジア諸国連合／ＤＩＡ＝国防情報局／ＤＯＤ＝米
国防総省／ＥＵ＝欧州連合／ＩＡＥＡ＝国際原子
力機関／ＭＤ＝ミサイル防衛／ＮＰＴ＝核不拡散
条約／ＳＩＰＲＩ＝ストックホルム国際平和研究所／
ＴＣＯＧ＝日米韓三国調整グループ／ＵＮＭＯＶＩＣ
＝国連監視検証査察委員会

サイル防衛庁長官と会談。ＭＤについて「（ＰＡＣ３
とＳＭ３の）２層防衛を検討」と表明。
●６月１３日　環境省、全国規模で旧日本軍「毒ガ
ス」追跡調査を開始。
●６月１５日　米中央軍、イラク中北部でフセイン
政権を支持するイラク人民兵らの掃討を目指した
「砂漠のサソリ作戦」開始。
●６月１６日　ＩＡＥＡ理事会、ウィーンで開催（～１９
日）。１９日、イラン核計画の全容開示、追加議定書
の即時無条件締結などを求める「議長声明」発
表。
●６月１７日　ＡＳＥＡＮ外相会議、朝鮮半島の非核
化促す共同声明採択。
●６月１７日付　ＳＩＰＲＩ発表の０２年世界の軍事費、
米国の大幅増により、前年比実質６％増の７９４０億
ドル（９３兆円）に達する。
●６月１８日　ＡＲＦ、プノンペンで開催。北朝鮮にＩ
ＡＥＡとの協力再開とＮＰＴ脱退撤回を強く求める
議長声明を採択。
●６月１８日　ＤＯＤ、海上発射型のＭＤ実験をハワ
イ上空で実施するが、迎撃に失敗と発表。
●６月２０日　ＥＵ首脳会議、北朝鮮に核開発計画
の完全解体を求め、イランに追加議定書への署名
を要求する議長声明採択。

も論証している。ネルソンの上記論文に
従えば、最も強固な鋼鉄で製造された長
さ３メートルのミサイルであっても、約１２
メートル以上の深度の強化コンクリートを
貫通することはできない。他方、「憂慮す
る科学者連盟」のディビッド・ライトらによ
れば、１キロトンの低威力弾頭であって
も、核爆発から生じる放射性降下物を地
中に閉じ込めて地上の付随的被害を軽
減するには、少なくとも地下６０～１００メー
トルまで貫通する必要がある。ネルソン
は、約１２メートルの深度での核爆発で
は、大きなクレーターを後に残し、付近住
民に対して降下物として降り注ぐことに

なる放射性物資を生成するのみだと結
論する。貫通深度と放射性降下物の問
題について、ＮＲＤＣ報告書もネルソンの
考察の妥当性を裏書している。
　クリストファー・ペインらによるＮＲＤＣ報
告書の次のように要約している。「要約
すると、強化された低威力貫通兵器に
よって現在のＢ６１-１１が有する攻撃能力
を置き換えるか、あるいは増強するため
の根拠は軍事的に見てほとんどないと
思われる。」
　最後に、マイケル・メイとザカリー・ハル
デマンの論文「埋設された生物剤標的
に対する核兵器の効果」は、低威力地中

貫通核兵器を地下施設に貯蔵された生
物・化学兵器の撃破に使用する場合の
限界について指摘していることを付記し
ておきたい。つまり、同論文によれば、生
物・化学兵器が貯蔵されている地下施
設の正確な位置と規模についてデータ
を入手することが困難であるだけでな
く、施設内の兵器の貯蔵状況、さらに地
質やその他の物理的条件が核爆発の
熱と放射線の効果をどれほど減殺する
かを知ることも困難である。したがって、
放射線と熱が生物・化学兵器を全て、あ
るいはその大半を破壊できるという保証
は全くない。（大滝正明）

●６月２０日　県警、女性暴行致傷容疑の米兵を
那覇地検に送致。
●６月２０日　米軍普天間飛行場でＣＨ５３Ｅ大型ヘ
リが胴体着陸。同時、Ｃ－１３０輸送機も緊急着陸。

●Ｍ


